
自給飼料政策について

平成１８年２月
農林水産省

参考資料２



目 次

食品衛生法におけるポジティブリスト制度の導入と対応 ・・・・・・・・
Ⅲ 飼料の安全性確保に係る施策について

（４）飼料作物の単収の向上について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）コントラクターの展開方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）放牧の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１）稲わら・稲発酵粗飼料の利用 ・生産の推進に ・・・・・・・・

３ 飼料増産重点施策について

２ 飼料増産の推進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１ 自給飼料政策の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅱ 自給飼料施策について

３ 飼料自給率の現状と目標について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２ 飼料の需給動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１ 飼料自給率の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅰ 飼料自給率について

１０

９

８

７

５

３

３

２

１

１



Ⅰ 飼料自給率について

１ 飼料自給率の推移

２ 飼料の需給動向

0

20

40

60

80

100

昭45 50 55 60 平２ 7 12 14 15 16

（年度）

自給率（％）

飼料自給率（肉用牛繁殖）

飼料自給率（酪農）

飼料自給率（全畜種）

濃厚飼料自給率

５７

３４

２５

１１

(概要)

○ 飼料の需給の推移〔可消化養分総量（ＴＤＮ）ベース〕
（単位：千トン、％）

区　　　　　　　　　　　分 ２年度 ７年度 ９年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

概算
対15年度
伸び率

需　　　　　要　　　　　量
A
28,517 27,098 26,496 25,373 25,713 25,491 25,136 ▲ 1.4

供 粗   飼   料
B

6,242 5,912 5,761 5,573 5,663 5,387 5,641 4.7

給 うち国内供給
C

5,310 4,733 4,518 4,350 4,394 4,073 4,200 3.1

区 濃  厚  飼  料
D
22,275 21,186 20,735 19,800 20,050 20,104 19,495 ▲ 3.0

分 うち純国内産原料
E

2,187 2,239 2,152 1,995 1,948 1,897 2,114 11.4

諸
純国内産飼料自給率

(C+E)/A
26.3 25.7 25.2 25.0 24.7 23.4 25.1 7.3

純国内産粗飼料自給率
C/B

85.1 80.1 78.4 78.1 77.6 75.6 74.5 ▲ 1.5

率
純国内産濃厚飼料自給率

E/D
9.8 10.6 10.4 10.1 9.7 9.4 10.8 14.9

資料： 生産局畜産部畜産振興課調べ

注１ ： 濃厚飼料の「うち純国内産原料」とは、国内産に由来する濃厚飼料（国内産飼料用小麦・大麦等）であり、
輸入食料原料から発生した副産物（輸入大豆から搾油した後発生する大豆油かす等）を除いたものである。

注２ ： 「食料・農業・農村基本計画」において平成２７年度に純国内産飼料自給率を３５％とする目標を設定。
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飼料自給率(全畜種)は、昭和40年度の55％から低下
してきたが、昭和50年代中頃から横ばい傾向で推移して
おり、平成16年度(概算)は25％。

○ 飼料自給率の推移

① 近年、飼料の需要量は、家畜の飼養頭羽数の減少
等を反映して、減少傾向で推移。
平成14年度は、13年9月に我が国初のＢＳＥ感染牛
が発見されたことに伴い、乳用牛・肉用牛の出荷が停
滞し、飼料需要量が増加した。 その後は再び減少傾
向で推移しており、16年度(概算)の飼料需要量は、
2,514万TDNﾄﾝ（対前年度比1.4％減）となる見込み。

② 飼料の自給率をみると、平成16年度（概算）において
は、純国内産飼料自給率は25.1％（対前年度比1.7ﾎﾟｲ
ﾝﾄ増）、粗飼料自給率は74.5％（対前年度比1.1ﾎﾟｲﾝﾄ
減）、濃厚飼料自給率は10.8％（対前年度比1.4ﾎﾟｲﾝﾄ
増）。



(平成16年度)

輸入
９１％

○乾草
○サイレージ
（発酵させた粗飼料）

牧草
青刈りとうもろこし
稲発酵粗飼料

○稲わら

○穀類
とうもろこし
こうりゃん 、 大麦

○糠類
フスマ、米ヌカ

○粕類
大豆油粕
ビートパルプ
ビール・豆腐粕

○動物質飼料
魚粉等

牛
・
羊
等
の
草
食
性
家
畜

３ 飼料自給率の現状と目標について

飼料の種類

粗飼料

濃厚飼料

豚
・
鶏
（
粗
飼
料
は
消
化
不
可
）

平成１５年度 平成２７年度

輸入
２４％

国産
７６％

①国産稲わらの飼料利用の促進

②耕畜連携による稲発酵粗飼料の
作付拡大

③中山間地等における放牧
の推進

・稲ＷＣＳ作付面積
4,375㌶（平成16年）

・食品残さ飼料化マニュアルの作成・リーフ
レットによるＰＲ
・食品残さ飼料化の取組優良事例の収集・
提供
・食品産業、生産者等関係者の人的ネット
ワークの構築

国産
９％

耕作放棄地38万㌶
未利用の野草地・林
地39万㌶

国産
１００％

・国内総産出量は902万トンで、うち810万㌧は
すき 込み、焼却等。

国産
１４％

輸入
８６％

④食品残さの飼料化の推進

乾草
稲わら
稲ＷＣＳ

食品残さ等
未利用資源
糠類・粕類

２３％ ３５％（飼料全体）

利用家畜 自給率の現状と目標 国内生産拡大の可能性

国 産
９２万トン

輸入
１５万トン

・水田放牧の推進
（耕作放棄地の解消、獣害対策等）

・集約放牧の推進（北海道等）
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１ 自給飼料政策の基本的な考え方

○ 輸入飼料への依存から脱却し、自給飼料に立脚した安全で安心な畜産物の生産を図ることが
重要。
○ 飼料自給率が仮に１０％上昇した場合でも、食料自給率の上昇は１％に止まるが、食料自給
率の向上、国土の有効活用、資源循環型畜産の確立の観点から、自給飼料の生産拡大が重要。

食料自給率の向上

国土の有効活用 資源循環型畜産の確立

畜産的利用が可能な国
土を確保・維持することが、
潜在的な自給率向上対
策となる

国内で生産可能な粗飼料を輸
入に依存していては、畜産経
営から排出されるふん尿の適
切な利用は困難

食品残さなどの飼
料利用も重要

○自給飼料に立脚した安全で安心
な畜産物の生産を図り、大家畜
生産を振興することが重要

飼料自給率１０％のアップ
↓

食料自給率１％のアップ

○稲発酵粗飼料、水田放牧によ
り水田でも飼料を増産

○放牧により耕作放棄地、野草
地、林地も利用が可能

○牛－草－土の「循環」を作
ることにより、持続的な畜
産経営の維持、地域の環
境保全が可能

○政策の推進方向

① 国産稲わらの飼料利用の推進
② 耕畜連携による水田を活用した稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）の作付け拡大
③ 中山間地などにおける耕作放棄地などを活用した放牧の推進

Ⅱ 自給飼料施策について
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○ 自給飼料増産は、食料自給率向上のみなならず、国土の有効利用、資源循環型畜産の確立を図る
上からも重要。
○ このため、「飼料自給率向上戦略会議」、その下に「全国飼料増産行動会議」を立ち上げ、関係者が
一体となった「飼料自給率行動計画」を策定するとともに関係団体、都道府県と一丸となって飼料自給
率向上を推進しているところ。
○ 現在、計画に基づき、耕畜連携による稲発酵粗飼料等の生産拡大、国産稲わらの飼料利用拡大、耕
作放牧地等における放牧の推進等の取組を推進。

２ 飼料増産の推進について

・需給実態調査と需給マップの取りまとめ
・ＷＣＳコーディネーターの育成（中央畜産研修）
・稲発酵粗飼料作付増進重点活動

・需給実態調査と需給マップの取りまとめ
・稲わら収集重点活動
・稲わら確保に向けた農家へのリーフレット配布

・需給実態調査と需給マップの取りまとめ
・放牧伝道師の育成（中央畜産研修）
・放牧サミットの開催

・コントラクター実態調査、飼料生産の外部化意向調査の実施
・コントラクターアドバイザーの育成（中央畜産研修）
・全国コントラクター連絡協議会の開催（３月予定）

・ 稲発酵粗飼料の作付拡大

・ 放牧の推進

・ 外部化の推進

・ 国産稲わら利用拡大

行 動 計 画 の 柱 取 組 状 況

平成17年度行動計画の取組状況の概要平成17年度行動計画の取組状況の概要

ー４－
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平成16年度

実施なし   (7)
50ha未満   (22)
50ha以上   (5)
100ha以上   (10)
200ha以上   (1)
500ha以上   (2)

（１）稲わら・稲発酵粗飼料の利用・生産の推進について

稲ＷＣＳ作付田とハウス繁殖牛舎

自走式専用ロールベーラーの利用も増加

○ 稲わらの自給率は８６％。飼料自給率の向上や口蹄疫問題等も考慮すれば、今後、すき込み、焼却されてい
る国産稲わらの一層の飼料利用を推進することが重要。
○ 稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）は、稲作農家にとっては作りやすく、畜産農家にとっては飼料価値の高い「飼料作
物」として、転作田での作付が増加し、最近は、稲作農家が生産・収穫し、畜産農家へ販売する事例も増加。

○ 稲ＷＣＳについては、今後も増加が見込まれる一方、ある程度の財政負担が避けられないことから、国民の
コンセンサスが必要。

転作作物を作付けていない水田の活用
（調整水田・自己管理水田の合計）

１１２千㌶

稲発酵粗飼料の作付面積推移 （㌶）
１２年度 １５年度 １６年度
５２１ → ５,２１４ → ４，３７５

稲発酵粗飼料の作付マップ

稲ＷＣＳ作付拡大の課題

○ 耕種農家による生産・調製の拡大
○ （総合）コントラクター利用の拡大
○ 水田地帯での畜舎建設
○ 直播き等の低コスト栽培技術の普及
○ 栄養収量の高い専用品種の開発

稲わら輸入量 １５万㌧

国産稲わらの仕向量

飼料用 ９２万㌧
すき込み ６７１万㌧
焼却 ２５万㌧
その他 １１４万㌧
計 ９０２万㌧

飼
料
利
用

稲わらの需給（平成１６年度）

稲ＷＣＳをめぐるトピック

○新品種(稲ＷＣＳ専用）の開発

１６年度２品種（夢あおば、ニシアオバ）

１７年度２品種（べこあおば、リーフスター）

○自走式専用ロールベーラの導入

１６年度実績１５台

３ 飼料増産重点施策について
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（参考）

１７年産飼料用稲わらの需給状況（１１月末現在）

１ 国産稲わらの確保状況

国産：８万トン

・供給可能県と不足県を一堂に会した全国調整（意見
交換会の開催）
・完全自給を達成したブロックから他のブロックへのブ
ロック間供給の実施
・九州ブロック内における県間供給の実施
（佐賀県→鹿児島県 等）

（国産確保の新たな取り組み）

他の粗飼料へ代替：２万トン

○ ９月

約１６万トン（要調整数量）

北海道、東北、関東は
完全自給達成！

１１月 ４万トン
１０月 ４万トン

１１月末
約６万トン（要調整数量）

２ 今後の対応

・１８年度以降の安定供給体制の構築を図るため、稲わら流通・保管施設の整備を推進

・もち米稲わらを中心に、年明け以降も稲わらの収集を継続

・本年の対応を踏まえた次年度以降の効果的な収集方策の検討
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○ 繁殖農家のコストダウンや省力化の観点から放牧の拡大が必要。現在、野草地や林地での放牧が５割を
占める。

○ 最近は、耕作放棄地や水田を活用した放牧への取り組みが各地で行われ、飼料費の低減、飼育管理労働
の縮減や獣害防止などに効果があることが実証されている。

○ 今後、中山間地域における耕作放棄地の解消や棚田保全の観点から、転作田、野草地など多様な土地を
利用した放牧を推進する必要。

優良事例の特徴
○放牧を始める地域住民の理解を
得るために行政が積極的に関与。
○レンタル牛などにより初期投資
を軽減
○地域の実情に合わせ国の事業
の他、県単事業や中山間支払事
業などを組み合わせて実施。

肉用牛放牧のメリット
○飼育管理・飼料生産労働の削減
○購入飼料費の削減
○牛の健康増進
（衛生費の削減、繁殖成績の向上）
○耕作放棄地の解消、未利用地利用
○イノシシ害等の防止

中国地方を中心
に取り組み増加

単位：ha

・耕作放棄地 （１７年度）
３８万㌶
うち農家所有
２２万㌶ 田 ８万㌶

畑 １０万㌶
樹園地 ３万㌶

注）田・畑等の内訳は２０００年センサス
のデータ（２００５年センサスは集計中）

・未利用の野草地・林地
３９万㌶

○肉用牛の放牧について（公共牧場を除く・ １６年度速報値）

戸 数 面 積 うち耕作放棄地、野草地、林地

・繁殖牛 ３，４３６戸 １８千ha １０千ha（約５割）
・肥育牛 ２２７戸 ７千ha ０.１千ha
計 ３，６６３戸 ２５千ha         １０千ha

（対１５年度 ＋１７５戸 ＋ １千ha ）

放牧マップ
(肉用牛の放牧面積）

1000～

10000～

100～

～100

（２）放牧の推進について
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自給飼料の
コスト削減

農地利用
集積

良質粗飼料
生産

ゆとり創造

経営全体の
改善

コントラクター
の効果

ＴＭＲ化
（混合飼料宅配）

・共同所有
・共同作業
・集団内農地 ・外部受託も

・組織所有
・オペレーター
・外部受託中心 ・製品販売

・組織所有
・オペレーター
・ＴＭＲ販売

機械・労働
力に余裕が
ある場合

・農協や法人はこ
こから
・営農集団でも雇
用により専業化

受託農地を個別
管理せず、乾草
やサイレージを
販売

受託農地を個別
管理せず、ＴＭＲ
として販売

コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
の
発
展

○利用権の集積により
効率化
○GISを活用したシステ
ムの開発

○高性能作業機による
短期集中作業で気象に
影響されない調製可能。
○飼料調製の均質化が
進展

○濃厚飼料も含め飼
料成分が均質化
○成育ステージに合
わせた良質混合飼料
を通年給与

○作業単位の大型化、高性能機械利用により
飼料生産コスト削減
○個々の農家が所有機械の削減

○牛管理への作業シフトが進み、
個体管理が進む

コントラクターの概要（全国）
９年 →１５年

組織数 １２２ ３１７
利用農家数 6,020 22,300
受託面積 ３８千㌶ ９０千㌶

経営形態別(15)
営農集団 ６９％
有限会社 １６％
農 協 ９％

「作業受託組織」から「飼料供給組織」へ→構造改革のセカンドステージ

ＴＭＲ普及率１１％（一般農家含め）

「個々の経営規模拡大」から外部化による「経営改善」へ

職員数 ２,７１９人
９．９人／組織

営農集団 専業集団

（３）コントラクターの展開方向
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（４）飼料作物の単収の向上について

○ 飼料作物の単収については、
・換金作物と違い単収向上に対する生産者の意識が乏しく、単収の高い優良品種の普及があまり進まず、ま
た、適切な肥培管理も励行されていないこと
・資金的な問題等から草地更新が遅れていること
・取り扱いやすい牧草のロールベールサイレージ体系への移行によって、牧草に比べ単収の高い青刈りトウモ
ロコシの作付面積が減少していること等から、低下傾向で推移
（H16年度は天候に恵まれたことから増加 全国：4.1ｔ/10a、北海道： 3.7ｔ/10a、都府県： 4.9ｔ/10a ）

トウモロコシ用
細断型ロールベーラ

草地更新までの経過年数

更新率
３．９％

更新面積／牧草地面積

3000

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

９年 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

ソルガム

とうもろこし

牧草

飼料作物の単収（草種別）（㎏／10a）

６～７

年

８～９

年

１０年

～

～５

年

○ このため、今後は、
・単収の高い優良品種の開発や、啓発活動による優良品種の生
産現場への普及と栽培管理の徹底
・草地更新事業等を活用した適切な草地更新
・青刈りトウモロコシのロールベール給与を可能とするために新開
発された「細断型ロールベーラー」の導入による青刈りトウモロコ
シの作付の拡大
・優良品種の育成・利用による作付可能地の拡大
等に積極的に取り組む必要。

条件にもよるが、最高収量の６０～７０％になる１０
年程度で更新することが適当。これにより、１．２倍
程度の単収向上が可能。

土壌酸化防止剤（炭酸カルシュウムなど）の
施肥により、１．２倍程度の単収向上が可能。

ー９－

根釧（北海道）においても栽培が可能な極早生の
青刈りトウモロコシの品種「パピリカ」（１７年度命名
登録）を開発



一定量：０．０１ppm

６０物質について基準設定予定（省令）、

約１００物質について暫定基準設定予定（通知）

（現在は、４０種類の農薬について有害物質の指導基準
（通知）で設定）

動物用医薬品：
使用基準既設定の２５成分＋２配合の基準の改正予定（省令）

使用基準未設定の４１成分＋８配合の使用基準設定予定（省令）

飼料中の農薬残留：

１ これまでの規制

従来、食品中の残留基準が定められた
農薬、飼料添加物及び動物用医薬品（以下
「農薬等」という。）については、残留基
準を超えて農薬等が残留する食品の販売等
が禁止される一方で、残留基準が定められ
ていないもの（抗菌性物質以外）について
は、残留していても販売等の規制が行われ
てこなかった。

２ ポジティブリスト制の導入
このような中、平成１５年５月に食品衛
生法が改正され、厚生労働大臣が指定する
物質（対象外物質）を除く全ての動物用医
薬品等は人の健康を損なうおそれのない量
（一律基準）を超えて残留してはならず、
その例外として残留基準が定められたもの
については、これを超えて残留してはなら
ないとされる制度（ポジティブリスト制）
が平成１８年５月２９日に導入されること
となった。

３ 農林水産省の取組
農林水産省としては、これに対応し、食
品中の残留基準に整合性を持った、飼料中
の農薬等の残留基準の設定や動物用医薬品
の使用基準を設定することとしている。

食品衛生法におけるポジティブリスト制度の導入と対応

ー１０－

Ⅲ 飼料の安全性確保に係る施策について



省令で定める基準
農 薬：６０成分
かび毒：１成分
・飼養試験で畜産物への移行量が
確認されたもの

今後の飼料の有害物質の基準の考え方

通知で定める暫定基準
農薬等：約１００成分

・飼養試験等のデータが不足しているもの

農 薬 ：３４成分
かび毒※ ： １成分

農 薬：６成分
重金属 ：４成分

かび毒※：１成分

有害物質の指導基準
現行 農 薬：４０成分

かび毒：１成分
重金属：４成分

新たに基準値を
設定する農薬

２６成分

飼料原料への残留の可能性がある有害物質

※ かび毒（ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1）の基準の省令化の対象飼料は、ほ乳期子牛、乳用牛、ほ乳期子豚、幼すう用、ﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用
その他の畜種用のｱﾌﾗﾄｷｼﾝB１の基準は、暫定基準とする。
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